滋賀ＣＳＲ経営大賞実施要網

【実施主体】

滋賀ＣＳＲ経営大賞実行委員会とする。

構成団体：  滋賀経済同友会

社団法人滋賀経済産業協会

滋賀県

後援団体：　滋賀経済団体連合会

財団法人滋賀県産業支援プラザ

NPO法人三方よし研究所

1、 大賞（表彰）の趣旨

日本的経営の基礎を構築した近江商人の「売り手よし　買い手よし　世間よし」の「三方よし」に代表される経営理念こそ、現代企業に問われるＣＳＲ（企業の社会的責任）の原点と捉え、「滋賀ＣＳＲ経営大賞」では、「環境配慮」「社会貢献」「地域特性」「ＬＯＨＡＳ志向」「生物多様性保全」などの考えを融合させた、滋賀らしい「CSR経営」に取り組んでいる事業者を表彰するものです。

いま、「地方から日本を変えよう」が潮流となりつつあります。地方発の創造的取り組みが日本経済再生あるいは活性化の大きなポイントであると確信いたします。そして、海外から直輸入されたＣＳＲではなく、地元で知恵を絞った、この「滋賀ＣＳＲ経営」が、県内はもちろん、さらには全国の中小企業に広がって各企業で地道な活動が展開され、ＣＳＲの取り組みが名実ともに定着することを願ってやみません。

2、 表彰の視点

県内に事業所を有する事業者からの応募について、「滋賀CSRモデル」に採り上げた次の６つの分野から、その取り組みを評価する。

1 企業風土、経営者の理念および利益についての考え方

2 倫理価値の共有と社内への浸透

3 社員の尊重と積極的な相互依存の醸成

4 顧客、取引先との誠実な関係の創造と維持

5 地域社会の維持と次なる発展への関わり

6 自然資本の有効活用と保全への関わり

３、　応募の内容
（１）対象・資格

＊県内に事業所を有する事業者

＊既受賞者（大賞、準大賞、ベストプラクティス賞）は、受賞後３年間は応募することができない

（２）応募書類

下記ホームページよりダウンロードしてください。
http://www.s-douyu.jp/
（３）募集期間

　　　　平成２４年●●月●●日から平成２４年●●月●●日まで（未定）
（４）表彰の内容
滋賀ＣＳＲ経営大賞　　　　　　　　　　　１件
滋賀ＣＳＲ経営準大賞　　　　　　　　　　１件
滋賀ＣＳＲ経営ベストプラクティス賞　　　１件
滋賀ＣＳＲ経営大賞奨励賞　　　　　　　　数件

（５）表彰の方法

表彰状ならびに記念品を授与して行うものとする。

滋賀ＣＳＲ経営大賞、滋賀ＣＳＲ経営準大賞および滋賀ＣＳＲベストプラクティス賞は知事賞であり、贈呈者は滋賀県知事とする。

滋賀ＣＳＲ奨励賞は実行委員長賞であり、贈呈者は実行委員長とする。

　　　
４、　受彰者の決定

受彰者は、滋賀ＣＳＲ経営大賞実行委員会が委嘱する滋賀ＣＳＲ経営大賞審査委員会委員長が決定する。
付則　　この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

